
第２３期  第２０回 農業委員会総会審議結果 

審 議 内 容 

報 告 第 １号  苫小牧市農業委員会事務局職員の任免について 

平成３１年３月３１日付 （併任解除） ２級事務職員 原  崇全 

 （任期満了） 主 査 池田 吉繁 

 （任期満了） 嘱託事務員 野村 春菜 

 （任期満了） 嘱託事務員 古川 恵子 

平成３１年４月１日付任用 （併任） １級事務職員 髙崎 万里江 

（併任） 主 査 池田 吉繁 

 （併任） 嘱託事務員 野村 春菜 

 （併任） 嘱託事務員 竹澤 美幸 

審議結果 原案承認 

開 催 日 時  平成３１年４月２４日（水曜日） 午後３時００分 ～午後３時５５分 

開 催 場 所  苫小牧市役所 ９階 第２委員会室 

出 席 委 員 

山内 幸子 丹羽 秀則 中岡 亮太 今泉 宏治 及川 末男 

野村 真理子

 計  6 名 

欠 席 委 員 五十嵐 堅司 

議事録署名委員 野村 真理子 山内 幸子



報 告 第 ２号  平成３１年度農業委員会費の予算について 

１．歳入 

科     目 H31 年度予算額 H30 年度予算額 比較増減 説           明 

農 業 手 数 料 28,000 28,000 0 現況証明、その他証明手数料 

道 支 出 金 1,600,000 1,346,000 254,000 農業委員会交付金・機構集積支援事業補助金 

雑 入 188,000 188,000 0 農業者年金業務委託手数料 他 

市           費 4,893,000 4,833,000 60,000

計 6,709,000 6,395,000 314,000

 ２．歳出 

 科      目 H31 年度予算額 H30 年度予算額 比較増減 説           明 

報        酬 5,352,000 5,352,000 0 委員報酬 

旅        費 834,000 551,000 283,000 費用弁償、管外視察、諸会議 

需    用    費 158,000 158,000 0 消耗品費 

役    務    費 44,000 43,000 1,000 郵便料 

使用料及賃借料 216,000 186,000 30,000 管外視察バス借上げ 

負担金及交付金 105,000 105,000 0 農業会議、胆振地方農業委員会連合会等

計 6,709,000 6,395,000 314,000

審議結果 原案承認 

報 告 第 ３号  現況証明願いの専決処分について 

番

号
所在・地番 

公簿 

地目 

農地台帳 

地  目 

面積 

 （㎡） 

申  請  者 

（所有者） 
願出理由 

調査 

結果 
調査委員 

１ ときわ町 

4 丁目 5番 8 牧場 登録なし 251 

■■■市■■町

■丁目■番■号  

行政書士 

■■■■ 

■■■市■■町

■丁目■番■号  

■■ ■■ 

地目変更

の為 

農地･採草 

放牧地 

以外 

農業委員 

 野村真理子 

推進委員 

 黒坂章 

山本まり子 

審議結果 原案承認 



議 案 第 １ 号    農地所有適格法人要件の確認について 

農 地 所 有 適 格 法 人 名 

確 認 要 件 

法人形態要件 事 業 要 件 構 成 員 要 件 業務執行役員要件 

（有）■■■■■■ ○適  ・ 否 ○適  ・ 否 ○適  ・ 否 ○適  ・ 否 

（有）■■■■■■■■■■ ○適  ・ 否 ○適  ・ 否 ○適  ・ 否 ○適  ・ 否 

（有）■■■■ ○適  ・ 否 ○適  ・ 否 ○適  ・ 否 ○適  ・ 否 

（株）■■■■■■■■■■■■ ○適  ・ 否 ○適  ・ 否 ○適  ・ 否 ○適  ・ 否 

※ 農地所有適格法人確認書は別紙 １

審議結果 原案可決 



議 案 第 ２ 号-１  農用地利用集積計画の策定について 

（使用貸借による権利の設定） 

整理 

番号 
３１－１ 

利用権の設定を受け

る者 

住    所 ■■郡■町字■■ ■■番地■■ 

氏名又は名称 
合同会社 ■■■■■■■■ 

代表社員 ■■ ■■ 

利用権を設定する者 
住    所 ■■■市■■■ ■■■番地■ 

氏名又は名称 ■■  ■ 

利用権を設定する土地 設定する利用権 

所  在 地  番 現況地目 面 積(㎡) 利用権の種類 内 容 

苫小牧市 
字樽前 

315 番 1の内 
315 番 2の内 
315 番 3 
366 番 36 
366 番 38 
366 番 41 
366 番 42 

畑 
畑 
畑 
畑 
畑 
畑 
畑 

37,428 ㎡の内 18,545 ㎡ 
2,481 ㎡の内  2,389 ㎡ 

1,136 ㎡ 
473 ㎡ 
468 ㎡ 
73 ㎡ 
239 ㎡ 

    （計 23,323 ㎡）

使用貸借権 牧草畑 

設定する利用権 利用権設定等促進
事業の実施により
成立する利用権の
設定等に係る当事
者間の法律関係 

始  期 終  期 借賃(円) 借賃の支払方法 

平成31年5月1日 平成36年4月30日 － － 

使用貸借 

利用権を設定する土地の利用権を設定する者以外の権原者等 備  考 

住   所 氏名又は名称 権原の種類 
― 

― ― ― 

利用権の設定を受ける者の農業経営の状況等 

氏 名 又 は 名 称 設立年月日 農作業従事日数 

合同会社 ■■■■■■■■ 
代表社員 ■■ ■■ 

平成 26年 3 月 4日 ― 

設定を受ける土地の面積(㎡) 
現に耕作又は養畜の事業に供してい
る農用地の面積(㎡) 

主たる経営作目 

農   地 23,323 
農 地 1,060,000 

牧草 
デントコーン そ の 他  

世帯員（構成員）の農作業従事及び 
雇用労働力の状況 

主な家畜の飼養状況 主な農機具の所有状況 

世帯員 
（構成員） 

農業従事者 
（内15歳以上60歳未満の者）

雇用労働力 
（年間延日数）

種  類 数 量 種   類 数 量 

男  1人

農業専従者 
8 人 
( 人) 

1,560 人日 
肉用牛 
（黒毛和

種） 
450 

トラクター 
トラック 
ダンプ 4ｔ 
ヘイベーラ 
デスクモア 
ﾏﾆｱｽﾌﾟﾚｯﾀｰ 
他農機具 

3 台 
1 台 
1 台 
1 台 
1 台 
1 台 
一式 

農
業
補
助
者

主 とし て

農 業に 従

事する者 

 人 
( 人) 

女 1 人
従 とし て

農 業に 従

事する者 

 人 

( 人) 

※農業経営基盤強化促進法第１８条調査書は別紙２                 

審議結果 原案可決



議 案 第 ２ 号-2  農用地利用集積計画の策定について 

（解除条件付賃借による権利の設定） 

整理 

番号 
３１－２ 

利用権の設定を受ける者 
住    所 ■■■市■町■丁目■■番■号 

氏名又は名称  ■■ ■■ 

利用権を設定する者 
住    所 ■■■市字■■ ■■■番地 

氏名又は名称   ■■  ■■ 

利用権を設定する土地 設定する利用権 

所    在 地  番 現況地目 面 積(㎡) 利用権の種類 内  容 

苫小牧市 

 字樽前 

306 番 2 

306 番 3 

畑 

畑 

8,606  

8,806  

（計 17,412）

解除条件付 

賃借権 
普通畑 

設定する利用権 利用権設定等促進

事業の実施により

成立する利用権の

設定等に係る当事

者間の法律関係 

始期 
存続期間 

（終期） 
借賃(円) 借賃の支払方法 

平成 31年 5 月 1日 平成32年4月 30日
■■■■円/年 

(■■■円/10a) 

12 月末迄に■■

の口座に振込み 
解除条件付賃貸借 

利用権の設定を受ける者の農業経営の状況等 

氏 名 又 は 名 称 性 別 年 齢 農作業従事日数 

■ ■ ■ ■ 男 51 歳       日 

設定を受ける土地の面積(㎡) 
現に耕作又は養畜の事業に供してい

る農用地の面積(㎡) 
主たる経営作目 

農   地 17,412 

農 地  
ピーマン・大根 

・トウモロコシ 
そ の 他  

世帯員（構成員）の農作業従事及び 

雇用労働力の状況 
主な家畜の飼養状況 主な農機具の所有状況 

世帯員 
（構成員） 

農業従事者 
（内15歳以上60歳未満の者）

雇用労働力 

（年間延日数）
種  類 数 量 種   類 数 量 

男  1人

農業専従者 
1 人 

( 人) 

－ － － 

トラクター 

草刈り機 

1 台 

1 台 
農

業

補

助

者

主 とし て

農 業に 従

事する者 

 人 

( 人) 

女  人 
従 とし て

農 業に 従

事する者 

 人 

( 人) 

※農業経営基盤強化促進法第１８条調査書は別紙３ 

審議結果 原案可決



議 案 第 ２ 号-3  農用地利用集積計画の策定について 

（解除条件付賃貸借による権利の設定） 

整理 

番号 
３１－３

利用権の設定を受け

る者 

住    所 ■■県■■■市■■■■■ ■■■番地■ 

氏名又は名称 
株式会社 ■■■■■■■■■ 

代表取締役社長 ■■ ■■ 

利用権を設定する者 
住    所 ■■■市字■■ ■■番地■ 

氏名又は名称  ■■  ■■ 

利用権を設定する土地 設定する利用権 

所  在 地  番 現況地目 面 積(㎡) 利用権の種類 内 容 

苫小牧市 

字植苗 

92 番 1 

92 番 2 の内 

93 番 1 の内 

畑 

畑 

畑 

 1,983 ㎡

 1,652 ㎡の内   900 ㎡

100,870 ㎡の内  9,617 ㎡ 

（計 12,500 ㎡）

解除条件付 

賃貸借権 普通畑 

設定する利用権 利用権設定等促進

事業の実施により

成立する利用権の

設定等に係る当事

者間の法律関係 

始  期 終  期 借賃(円) 借賃の支払方法 

平成31年5月1日 平成34年4月30日 ■■■■■■円/年 

（■■■円/10a） 

毎年 10 月末迄 

に■■氏口座に

振込 解除条件付賃貸借 

利用権を設定する土地の利用権を設定する者以外の権原者等 備  考 

住   所 氏名又は名称 権原の種類 
法定相続人 

■■■市字■■ ■■番地■■ ■ ■ ■ ■ 所有権 

利用権の設定を受ける者の農業経営の状況等 

氏 名 又 は 名 称 設立年月日 農作業従事日数 

株式会社 ■■■■■ ■■■    

代表取締役社長 ■■ ■■ 
平成 26年 9 月 26 日 ― 

設定を受ける土地の面積(㎡) 
現に耕作又は養畜の事業に供してい

る農用地の面積(㎡) 
主たる経営作目 

農   地 12,500 
農 地 － タマネギ 

そ の 他  

世帯員（構成員）の農作業従事及び 

雇用労働力の状況 
主な家畜の飼養状況 主な農機具の所有状況 

世帯員 
（構成員） 

農業従事者 
（内15歳以上60歳未満の者）

雇用労働力 

（年間延日数）
種  類 数 量 種   類 数 量 

男  3人

農業専従者 
3 人 

( 人) 

  人日   

トラクター 

防除機 

他農機具 

2 台 

1 台 

一式 

農

業

補

助

者

主 とし て

農 業に 従

事する者 

 人 

( 人) 

女 人
従 とし て

農 業に 従

事する者 

 人 

( 人) 

※農業経営基盤強化促進法第１８条調査書は別紙４ 

審議結果 原案可決 



議 案 第 ３ 号   農地台帳の「農地」から除外及び「農地面積」の見直しについて 

農地台帳の「農地」から除外する土地

所在・地番 
農地台帳 

所有者 備考 
地目 面積(㎡) 

字錦岡 527 番 3 の内 畑 2,000 ■■ ■■■ 文書指導対象地 

字樽前 32番 1の内 畑 2,975 ■■ ■■ 

家庭菜園と取扱うべき農地 
字樽前 44番 1の内 畑 1,487 ■  ■■ 

字植苗 175 番 1 の内 畑 1,076 ■■ ■■ 

字植苗 175 番 3 畑 466 ■■ ■■ 

農地台帳の「農地面積」の見直しをする土地 

所在・地番 

農地台帳 

（見直し前） 

農地台帳 

（見直し後） 
所有者 備  考 

地

目
面積(㎡) 

地

目
面積(㎡) 

字樽前 367 の内 畑 28,759 畑 15,300 ■■■ ■■ 

文書指導対象地 

字樽前 419 番 2の内 畑 23,801 畑 13,000 ■■ ■■（■） 

字錦岡 474 番 24 の内 畑 5,362 畑 500
■■ ■■ 

字錦岡 474 番 25 の内 畑 14,296 畑 2,500

字植苗 192 番 2の内 畑 3,000 畑 1,578 ■■ ■■（■■） 

議 案 第 ４号  苫 小 牧 市 情 報 公 開 条 例 の 施 行 に 関 す る 農 業 委 員 会 規 定 の

一 部 改 正 に つ い て  

苫小牧市情報公開条例の施行に関する農業委員会規程の一部を改正する規程  別紙５

その他 

（１）第２３期第 21 回農業委員会総会の開催について

５月 30 日(木） 午後 2時からの開催予定。 

審議結果  原案可決

審議結果 原案可決 



別紙１

平成29年4月28日 平成30年4月27日 平成31年4月24日

平成29年3月17日 平成30年3月19日 平成31年3月18日

90（苫15） 92（苫15） 126（苫15）

有限会社 有限会社 有限会社

適　・　否 適　・　否 適　・　否

事業
てん菜・小麦

・スイートコーン・大豆
てん菜・小麦・大豆

・加工トマト・デントコーン
てん菜・小麦・大豆

・加工トマト・デントコーン

の
てん菜育成苗販売
・農作業受託

てん菜育成苗販売
・農作業受託

てん菜育成苗販売
・農作業受託

種類

適　・　否 適　・　否 適　・　否

４人（６０） ６人（６０） ６人（６０）

①

② ３人（５４） ５人（５４） ５人（５４）

③

④

⑤

⑦ １人（６） １人（６） １人（６）

適　・　否 適　・　否 適　・　否

2人 2人 2人

⑧ 1人 2人 2人

⑨ 1人 2人 2人

有　・　無 有　・　無 有　・　無

適　・　否 適　・　否 適　・　否

代表取締役は出資なし
Ｈ29.3.22電話にて是正指導→
29年4月の代表取締役改選時
に、出資するように手続き済

H28.4.1代表取締役変更
■　■　■　→ 　■　■
■
取締役→　■　■　■　■

H29.4.1代表取締役変更
　■　■　■ → 　■　■
■

農
業
・
農
作
業
従
事
の
状
況

構

成

員

数

(⑨が「0人」の場合）
農業に常時従事し、かつ、農作業
に従事する重要な使用人の有無

理  事  等  の 総  数

議決権の状況
（　　　　　　） （　　　　　　）

要  件  の  適  否

うち農業に常時従事する
構成員数

うち農業に常時従事し、かつ
農作業に従事する者の数

要件を満たさなくなるおそれがある事実
関係（勧告した場合には、翌年に是正状
況等を記載する）

備              考

市町村･農業協同組合等

要  件  の  適  否

承認会社

①～⑥以外の者

（投資円滑化法第10条）

報                 告

⑥

総　　　　　　　　数

農作業委託者

関 連 事 業 等 名

農地中間管理機構

前  々  回  報  告

前    回   報    告

農

業
合                 計

農地所有適格法人要件確認書

売
上
高

（
円

）

主たる事務所の所在地：

農  畜  産  物  名

　■　■市　■　■　　■丁目　■番地　■

有限会社　■　■　■　■　■　■法人の名称：

前    回   報    告

（　　　　　　）（うち市町村･農業協同組合系統
の有する議決権）

報                 告

畑

そ の 他 事 業 名

合                 計

採草放牧地

法　　人　　形　　態

記載年月日（総会承認日）

農地提供者

前  々  回  報  告

農業常時従事者

要  件  の  適  否

経営面積
（ha）

田

そ
の
他
事
業

報　告　受　理　日

要  件  の  適  否



様式第５号の３

平成29年4月28日 平成30年4月27日 平成31年4月24日

平成29年3月13日 平成30年3月23日 平成31年3月15日

149（苫8） 149（苫8） 149（苫8）

有限会社 有限会社 有限会社

適　・　否 適　・　否 適　・　否

事業 競走馬 競走馬 競走馬

の 競走馬の種付・販売 競走馬の種付・販売 競走馬の種付・販売

種類 保険代理店業他 保険代理店業他 保険代理店業他

適　・　否 適　・　否 適　・　否

１２人（３１，０００） １５人（３１，０００） １５人（３１，０００）

①

② １２人（３１，０００） １５人（３１，０００） １５人（３１，０００）

③

④

⑤

⑦

適　・　否 適　・　否 適　・　否

６人 ６人 ６人

⑧ ６人 ６人 ６人

⑨ ６人 ６人 ６人

有　・　無 有　・　無 有　・　無

適　・　否 適　・　否 適　・　否

農地所有適格法人要件確認書

法人の名称：

農

業

そ
の
他
事
業

売
上
高

（
円

）

田

畑

採草放牧地

（　　　　　　） （　　　　　　）

農
業
・
農
作
業
従
事
の
状
況

構

成

員

数

(⑨が「0人」の場合）
農業に常時従事し、かつ、農作業
に従事する重要な使用人の有無

農地中間管理機構

主たる事務所の所在地：

農  畜  産  物  名

関 連 事 業 等 名

前  々  回  報  告

前    回   報    告

理  事  等  の 総  数

記載年月日（総会承認日）

合                 計

要  件  の  適  否

報                 告

合                 計

要件を満たさなくなるおそれがある事実
関係（勧告した場合には、翌年に是正状
況等を記載する）

備              考

農業常時従事者

（うち市町村･農業協同組合系統
の有する議決権）

①～⑥以外の者

議決権の状況

総　　　　　　　　数

農地提供者

農作業委託者

有限会社　■■■■■■■■

■■郡■■町■■■■　■■■番地

報　告　受　理　日

前  々  回  報  告

前    回   報    告

報                 告

そ の 他 事 業 名

要  件  の  適  否

経営面積
（ha）

法　　人　　形　　態

市町村･農業協同組合等

要  件  の  適  否

承認会社

うち農業に常時従事する
構成員数

うち農業に常時従事し、かつ
農作業に従事する者の数

（　　　　　　）

（投資円滑化法第10条）
⑥

要  件  の  適  否



様式第５号の３

平成29年4月28日 平成30年4月27日 平成31年4月24日

平成29年3月27日 平成30年3月30日 平成31年3月28日

67（苫46） 67（苫46） 67（苫46）

有限会社 有限会社 有限会社

適　・　否 適　・　否 適　・　否

事業 生乳・乳牛 生乳・乳牛 生乳・乳牛

の

種類

適　・　否 適　・　否 適　・　否

５人（５００） ５人（５００） ５人（５００）

① １人（２７６） １人（２７６） １人（２７６）

② ４人（２２４） ４人（２２４） ４人（２２４）

③

④

⑤

⑦

適　・　否 適　・　否 適　・　否

3人 3人 3人

⑧ ３人 ３人 ３人

⑨ ３人 ３人 ３人

有　・　無 有　・　無 有　・　無

適　・　否 適　・　否 適　・　否

農
業
・
農
作
業
従
事
の
状
況

構

成

員

数

(⑨が「0人」の場合）
農業に常時従事し、かつ、農作業
に従事する重要な使用人の有無

市町村･農業協同組合等

要  件  の  適  否

うち農業に常時従事する
構成員数

うち農業に常時従事し、かつ
農作業に従事する者の数

（　　　　　　）

（投資円滑化法第10条）
⑥

要  件  の  適  否

承認会社

総　　　　　　　　数

農地提供者

農作業委託者

農地中間管理機構

田

畑

採草放牧地

有限会社　■■■■■

■■■市字■■　■■番地

報　告　受　理　日

前  々  回  報  告

前    回   報    告

備              考

農業常時従事者

（うち市町村･農業協同組合系統
の有する議決権）

①～⑥以外の者

議決権の状況

経営面積
（ha）

法　　人　　形　　態

主たる事務所の所在地：

農  畜  産  物  名

要  件  の  適  否

前  々  回  報  告

記載年月日（総会承認日）

前    回   報    告

理  事  等  の 総  数

要件を満たさなくなるおそれがある事実
関係（勧告した場合には、翌年に是正状
況等を記載する）

関 連 事 業 等 名

要  件  の  適  否

報                 告

合                 計

報                 告

そ の 他 事 業 名

合                 計

（　　　　　　） （　　　　　　）

農地所有適格法人要件確認書

法人の名称：

農

業

そ
の
他
事
業

売
上
高

（
円

）



様式第５号の３

㈱■■■■■■　■■■

■■■市字■■　■■■番地■

平成29年11月27日 平成30年4月27日 平成31年4月24日

平成29年11月10日 平成30年4月3日 平成31年4月11日

1.7 1.7 1.7

株式会社 株式会社 株式会社

適　・　否 適　・　否 適　・　否

事業 花卉・野菜 花卉・野菜 花卉・野菜

の

種類

適　・　否 適　・　否 適　・　否

1　（6,300） 1　（6,300） 1　（6,300）

① 1　（6,300） 1　（6,300） 1　（6,300）

②

③

④

⑤

⑦

適　・　否 適　・　否 適　・　否

1 1 1

⑧ 1 1 1

⑨ 1 1 1

有　・　無 有　・　無 有　・　無

適　・　否 適　・　否 適　・　否

（　　　　　　）

農地所有適格法人要件確認書

（　　　　　　）

農
業
・
農
作
業
従
事
の
状
況

構

成

員

数

(⑨が「0人」の場合）
農業に常時従事し、かつ、農作業
に従事する重要な使用人の有無

合                 計

うち農業に常時従事する
構成員数

うち農業に常時従事し、かつ
農作業に従事する者の数

要  件  の  適  否

（　　　　　　）

（投資円滑化法第10条）
⑥

（うち市町村･農業協同組合系統
の有する議決権）

要  件  の  適  否

①～⑥以外の者

報　告　受　理　日

前  々  回  報  告

前    回   報    告

報                 告

議決権の状況

合                 計

承認会社

要  件  の  適  否

報                 告

そ の 他 事 業 名

総　　　　　　　　数

農地提供者

農作業委託者

農地中間管理機構

農業常時従事者

市町村･農業協同組合等

理  事  等  の 総  数

要件を満たさなくなるおそれがある事実
関係（勧告した場合には、翌年に是正状
況等を記載する）

備              考

記載年月日（総会承認日）

田

畑

採草放牧地

経営面積
（ha）

法　　人　　形　　態

要  件  の  適  否

法人の名称：

農

業

そ
の
他
事
業

売
上
高

（
円

）

主たる事務所の所在地：

農  畜  産  物  名

関 連 事 業 等 名

前  々  回  報  告

前    回   報    告



別 紙 ２

農業経営基盤強化促進法第１８条 調査書

第 23 期第 20 回農業委員会総会 議案第 ２号－１ 

（利用権の設定：使用貸借権設定） 
譲受（借）人： 

合同会社 ■■■■■■■■ 

代表社員 ■■ ■■ 

譲渡（貸）人： 

■■ ■■ 

作成者： 

■■ ■■ 

法１８条の条項 判断の理由 
不許可 

に該当 

第２項第６号 

（解除条件） 
・借人は、農地所有適格法人である。 適応なし 

第３項第１号 

（基本構想適合） 

・借人は、基本構想に掲げる利用権の設定等を受ける者の備える

べき要件を満たしており、農用地利用集積計画案の内容が基本構

想に適合するものと認められる。 
しない 

第３項第２号イ 

（全部効率利用） 

・借人は、農地所有適格法人であり、本市と隣接する白老町で長

く畜産業を経営しており、耕作の事業に供すべき農地の全てを効

率的に利用できると認められる。 しない 

第３項第２号ロ 

（農作業常時従事） 

・借人は、※農地所有適格法人としての要件を全て満たした会社

であり、従事者が農業及び農作業を行う必要がある日数について

要件に定めるとおり従事すると認められる。 
しない 

第３項第３号イ 

（継続的安定的農業経

営） 

・第２項第６号に規定する者でない。 

適応なし 

第３項第３号ロ 

（法人の場合の常時従

事） 

・第２項第６号に規定する者でない。 

適応なし 

第３項第４号 

（権利を有する者の同

意） 

・利用権の設定等を受ける土地毎に、借人と貸人並びに当該土地

について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借に

よる権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する

者はいない。 
適応なし 

 ※参考 農地所有適格法人要件（農地法第 2条３項） 

要 件  判断の理由  適否 

形態要件 会社法人（合同会社）である。 適 

事業要件 主たる事業が農業である。（定款） 適 

構成員要件 構成員は、常時従事する個人２名である。 適 

役員要件 
役員２名のうち２名が構成員であり、常時農業に従事（年間１５

０日以上）すると認められる。 
適 



別 紙 ３  

農業経営基盤強化促進法第１８条 調査書 

第 23 期第 20 回農業委員会総会 議案第 ２号－２ 

（利用権の設定：解除条件付賃貸借権設定） 
譲受（借）人：

■■ ■■

譲渡（貸）人：

     ■■ ■■

作成者：

■■ ■■

法１８条の条項 判断の理由 
不許可 

に該当 

第２項第６号 

（解除条件） 

・借人は、農業常時従事者以外の個人であり、権利の設定を受

けた後において農地を適正に利用していないと認められる場

合において利用権の解除をする旨の条件が附されている。 

しない 

第３項第２号イ 

（全部効率利用） 

・借人は平成３０年４月より解除条件付貸借で当該地を利用し

ており、耕作の事業に供すべき農地の全てを効率的に利用され

ている。 

しない 

第３項第２号ロ 

（農作業常時従事） 
・第２項第６号に規定する者である。 適応なし 

第３項第３号イ 

（継続的安定的農業経営）

・借人は平成３０年４月より解除条件付貸借で当該地を利用し

ており、今後も安定的に耕作を行うことが見込まれる。 
しない 

第３項第３号ロ 

（法人の場合の常時従事）
・第２項第６号に規定する法人でない。 しない 

第３項第４号 

（権利を有する者の同意）

・利用権の設定等を受ける土地毎に、譲受（借）人と譲渡（貸）

人並びに当該土地について所有権、地上権、永小作権、質権、

賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的

とする権利を有する者はいない。 

適応なし 



別 紙 ４  

農業経営基盤強化促進法第１８条 調査書 

第 23 期第 20 回農業委員会総会 議案第 ２号－３ 

（利用権の設定：解除条件付賃貸借権設定） 
譲受（借）人：

株式会社 ■■■■■■■■ 

代表取締役社長 ■■ ■■

譲渡（貸）人：

■■ ■■

作成者：

■■ ■■

法１８条の条項 判断の理由 
不許可 

に該当 

第２項第６号 

（解除条件） 

・借人は、農地所有適格法人以外の法人であり、権利の設定を

受けた後において農地を適正に利用していないと認められる

場合において利用権の解除をする旨の条件が附されている。 

しない 

第３項第２号イ 

（全部効率利用） 

・借人の事業計画によると、全面積でタマネギを栽培する計画

であり、耕作の事業に供すべき農地の全てを効率的に利用でき

るものと見込まれる。

しない 

第３項第２号ロ 

（農作業常時従事） 
・第２項第６号に規定する法人である。 適応なし 

第３項第３号イ 

（継続的安定的農業経営）

・借人は、農業の維持発展に関する話し合い活動や道路、水路、

ため池等の共同利用施設の取決めの尊守、獣害被害対策への協

力等、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第３号のイの規

定に基づき、地域の農業における他の農業者との適切な役割分

担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うよう努めること

を確約している。 

しない 

第３項第３号ロ 

（法人の場合の常時従事）

・業務執行役員２名の他、計３名が、その法人の行う耕作の事

業に常時従事すると認められる。 
しない 

第３項第４号 

（権利を有する者の同意）

・利用権の設定等を受ける土地毎に、譲受（借）人と譲渡（貸）

人並びに当該土地について所有権、地上権、永小作権、質権、

賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的

とする権利を有する者のすべての同意を得ている。 

しなし 



別 紙 ５  

苫小牧市情報公開条例の施行に関する農業委員会規程の一部を改正する規程

苫小牧市情報公開条例の施行に関する農業委員会規程（平成１０年農業委員会告示第３０号）の一

部を次のように改正する。

第８条第１号中「第４号」の次に「まで」を加え、同号ウ中「の写し」を「を用紙に複写したもの」

に改め、同号に次のように加える。 

エ 電磁的記録を光ディスク（日本工業規格Ｘ０６０６及びＸ６２８１又はＸ６２４１に適合す

る直径１２０ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。以下

同じ。）に複写したものの交付

第８条第２号中「聴取」の次に「又は電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付」を加え、同条

第３号を次のように改める。

 映像情報に係る電磁的記録 次に掲げる方法

ア 電磁的記録を出力装置により表示した映像の閲覧

イ 電磁的記録を出力装置により描画した図画の閲覧又は交付

ウ イに掲げる図画を用紙に複写したものの閲覧又は交付

エ 電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付

第９条第１項中「（それらの写し又は前条の文書、図画若しくはそれらの写し（以下「公文書の写し

等」という。）を含む。）」を削る。

第１０条の見出し中「公文書の写し等」を「公文書の写し」に改め、同条中「公 文 書

の写し等」を「公文書の写し」に、「各」を「開示請求１件につき」に改める。

様式第１号及び様式第２号中「 」及び「 」を「 」に改め、「交付」の次に「（ 郵送希望）」を加

え、「 」を「 」に改める。

附 則

 この規程は、平成３１年４月２５日から施行する。


